
目

次

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公
安
委
員
会

○
指
定
講
習
機
関
の
休
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
二

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
機
用
消
耗
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
市
谷
加
賀
町
一
丁
目
一
の
一

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

二
百
二
十
五
万
九
千
九
百
二
十
八
円

内
訳

品

名

数
量

単
位

金

額

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
一
般
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
優
良
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
新
規
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

高
速
型
リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

一

箱

十
五
万
四
千
円

新
経
歴
書
用
カ
ー
ド
基
体

一

箱

十
六
万
五
千
六
百
六
十
円

裏
面
追
加
備
考
紙

一

箱

六
千
三
百
五
十
八
円

本
籍
印
字
ロ
ー
ル
紙

一

箱

一
万
九
千
二
百
五
十
円

撮
影
機
ラ
ン
プ

一

個

四
千
六
百
二
十
円

吸
着
パ
ッ
ト

一

個

千
八
百
七
十
円

吸
気
メ
イ
ン
フ
ィ
ル
タ
ー

一

個

九
千
九
百
円

吸
気
サ
ブ
フ
ィ
ル
タ
ー

一

個

六
千
五
十
円

排
出
用
ウ
レ
タ
ン
ロ
ー
ラ
ー

一

個

千
五
百
四
十
円

排
出
用
ウ
レ
タ
ン
ワ
ッ
シ
ャ

一

個

二
百
六
十
四
円

青
森
県
報
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号
外
第
五
十
四
号

令
和
八
年四

月
二
十
七
日

（
月
曜
日
）



ヒ
ー
ト
ロ
ー
ル

一

個

二
万
五
千
三
百
円

Ｄ
Ｕ
付
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
Ｈ

一

個

七
千
九
百
二
十
円

セ
ン
サ
ー
ホ
ル
ダ
ー

一

個

五
千
五
百
円

ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
ン
プ

一

個

一
万
千
五
百
五
十
円

ロ
ー
ル
ロ
ア
ヒ
ー
ト
ロ
ー
ル

一

個

一
万
九
千
八
百
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
200
Ｈ
Ｓ
１
入
口

一

個

四
千
百
八
十
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
132
Ｈ
Ｓ
２
入
口

一

個

三
千
八
百
五
十
円

ゴ
ム
ロ
ー
ル
・
Ｈ
Ｒ

一

個

三
千
三
百
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
（
上
）

一

個

一
万
二
千
五
百
四
十
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
（
下
）

一

個

一
万
二
千
五
百
四
十
円

ロ
ー
ル
ロ
ア
ピ
ン
チ
ロ
ー
ル

一

個

二
万
三
千
六
百
五
十
円

ヘ
ッ
ド
組
立

一

個

十
四
万
三
千
円

Ｕ
Ｐ
Ｓ
交
換
用
バ
ッ
テ
リ
ー

一

個

二
万
五
千
三
百
円

リ
ボ
ン
巻
取
モ
ー
タ
ー
（
Ｐ
Ｔ
）

一

個

五
千
五
百
円

リ
ボ
ン
巻
取
モ
ー
タ
ー
（
Ｆ
Ｏ
Ｒ
）

一

個

一
万
五
千
二
百
九
十
円

リ
ボ
ン
巻
取
モ
ー
タ
ー
（
Ｒ
Ｅ
Ｖ
）

一

個

一
万
五
百
十
六
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト

一

個

四
千
四
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
島
守

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
四
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
指
定
講
習
機
関

株
式
会
社
青
森
東
部
自
動
車
学
校
の
行
う
特
定
講
習
の
全
部
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機

関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
程
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

休
止
す
る
特
定
講
習

初
心
運
転
者
講
習
（
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
、
一
般
原
動
機
付
自

転
車
）

（ ）2青 森 県 報 号外第54号令和８年４月27日 月曜日



二

休
止
年
月
日

令
和
八
年
四
月
三
十
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
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発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


